
４．消費機器における事故防止対策 
①消費者への注意喚起のためのリーフレット 

○経済産業省は、消費者起因の事故防止のための以下のリーフレットを作成し、ホー
ムページに掲載。 
閉栓カバーによる誤開放防止 
消費機器管理による事故防止 

 
 
 

閉栓カバー 

消費機器管理 
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http://www.meti.go.jp/policy/safety_secu
rity/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/
kikikanri.pdf 

http://www.meti.go.jp/policy/safe
ty_security/industrial_safety/san
gyo/lpgas/files/gokaihou.pdf 



４．消費機器における事故防止対策 
②閉栓カバーの出荷数 

○平成２４年の閉栓カバーの出荷数は、平成２３年に比べ約１３倍に増加。 
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暦年 H２０年 H２１年 H２２年 H２３年 H２４年 

累計 
上半期（1-6月）  下

半期（7-12月） 
上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 

出荷数 26,847 15,333 5,585 10,675 26,052 9,120 22,642 8,752 155,144 250,858 531,008 

出典：一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会 



○直近１年間（平成２４年２月から平成２５年１月末）において、ＬＰガス販売事業者と都
市ガス事業者からの連絡により、消費生活用製品安全法の回収命令の対象機器が
２４件発見された。このうち１件は開栓使用中の状況であった。 

○使用していない空き部屋を再度使用する為に点検等を行った際、５件発見された。
使用していない部屋等にも対象機器が存在する可能性を踏まえ、点検・周知を行うこ
とが必要。 

 
 

４．消費機器における事故防止対策 
③パロマ製半密閉式ガス瞬間湯沸器の発見状況について 
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ＬＰガス販売事業者、都市ガス事業者の再点検により対象製品を確認したもの 

  
平成２４年 

平成２５
年 合計 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

総数 494 497 501 502 507 508 509 509 509 510 512 516 - 

増加数（ガス事業者等
の再点検により確認） 

2 3 4 1 5 1 1 0 0 1 2 4 24 

  うちＬＰ 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 

  
空き部屋で確認 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

開栓使用中 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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○経済産業省は、一般社団
法人全国ＬＰガス協会を通
じ、ＬＰガス販売事業者へ
パロマ製ガス瞬間湯沸器
リコール製品に係る報告と
継続的な協力依頼につい
て、改めて平成２４年６月
に協力要請文書を発出し
た。 

 

４．消費機器における事故防止対策 
③パロマ製半密閉式ガス瞬間湯沸器の発見状況について 



４．消費機器における事故防止対策 
④長期使用製品安全点検制度の普及啓発（経済産業省・ＬＰガス安全委員会） 

長期使用製品安全点検制度 
の紹介（平成２４年１０月、２月に

週刊誌へ掲載） 

26 http://www.lpg.or.jp/campaign/campaign2012.html 



○ガス機器の給気・排気部を閉塞したまま機器を使用した場合、機器の着火・爆発や
異常燃焼による機器の破損のほか、酸素不足による酸欠や不完全燃焼による一酸
化炭素中毒の発生のおそれがあり、消費者が死に至る事例も発生している。 

○住宅塗装工事におけるガス機器の給気・排気部の閉塞によるガス事故 
 ・平成１９年から平成２３年の５年間：計５６件発生（液化石油ガスと都市ガスの合計） 
 ・特に、平成２２年は１０件、平成２３年は２２件と増加の傾向 

  

○こうした状況を踏まえ、平成２４年７月３０日、国土交通省土地・建設産業局建設市場
整備課あて、塗装工事業者の業界に対し以下の要請を行うよう協力を依頼。 

 ・養生を行う場合は、ガス機器の給気部及び排気部を塞がないこと。 
 ・やむを得ずガス機器の給気・排気部をビニールシート等で塞ぐ場合には、当該ビ

ニールシート等を取り除くまでは絶対にガス機器を使用しないよう、住人への周知を 
徹底すること。 

 ・工事終了後は、速やかに養生のためのビニールシート等を外すこと。 
 
◎同日付けで、全国ＬＰガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業
団、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会に対して、ガス事業者を通じた一般消費
者への周知を依頼 27 

４．消費機器における事故防止対策 
⑤経済産業省（本省）から国土交通省への協力依頼 
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http://www.meti.go.jp/policy/safet
y_security/industrial_safety/sangy
o/citygas/aikotobademinaoshitai/
use/pdf/toso_2012_pamph.pdf 



 
○経済産業省は建設工事等 
 における事故が液化石油ガ 
 ス及び都市ガスにおいて平 
 成２０から２３年の４年間で計 
 ２８３件、平成２３年は７６件 
 発生していることから、厚生 
 労働省、国土交通省に対し、 
 事故防止のため協力要請を 
 実施。 
 
○ＬＰガス販売事業者に対して 
 も、全国ＬＰガス協会や日本 
 液化石油ガス協議会を通じ、 
 協力要請を行った。 

４．消費機器における事故防止対策 
⑥建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（平成２４年１２月１８日） 
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４．消費機器における事故防止対策 
⑦バランス型ふろがまについての注意喚起のためのリーフレット 

○経済産業省は、バランス型ふろがまの使
用者に向けて安心なガス機器への取り替
え、使用上の注意についてのリーフレット
を平成２５年２月に作成、周知。 

 
○平成２５年２月２１日に独立行政法人製
品評価技術基盤機構で行われた「ＮＩＴＥ・
製品安全センター記者説明会」にて周知。 

 
○平成２５年２月２１日にＬＰガス安全委員
会にて周知。 

 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoa
nsyuuchi.html 
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４．消費機器における事故防止対策 
⑧Ｓｉセンサーコンロについてのリーフレット 

○ＬＰガス安全委員会は、Ｓｉセンサーコンロへの取替え促進についてのリーフレットを平
成２５年２月に作成、周知。 

32 


	「平成２４年度�液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」�の取組状況に関する参考資料���平成２５年３月７日��経済産業省　商務流通保安グループ�ガス安全室
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	（総務省消防庁宛の例）
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41

